
 

 

 

 

 

福島再生加速化交付金(第６１回) 

《福島定住等緊急支援【地域魅力向上・発信支援事業】 

 (地域情報発信交付金) 第１２回》の交付可能額通知について 

  

「福島再生加速化交付金（福島定住等緊急支援【地域魅力向上・発信支

援事業】）（地域情報発信交付金）」について、本日、以下のとおり交付

可能額を通知します。 

 

１．交付可能額 

  事業費：１６１百万円 国費：８１百万円 

※１４市町村（１５事業）に対する交付可能額。市町村別は別紙１のとおりです。 

※計数は精査の結果、今後変動があり得ます。 

 

２．交付対象事業（計数は事業費（（ ）内は国費）） 

〇地域の魅力向上・発信事業 

① 情報発信事業 

・大玉村等において、風評動向調査、体験等企画実施、情報発信コンテンツ作成及びポータル

サイト構築の取組を実施します。 

《１４７百万円（７４百万円）（１４市町村１４事業）》 

② 外部人材活用 

・柳津町等において、企画立案のための外部人材の活用の取組を実施します。 

                       《１４百万円（７百万円）（２町２事業）》 

※１つの事業に複数の取組が含まれている事業があるため、上記の事業数の合計と全体の事業

数(15 事業)は一致していません。 

《別紙資料》 

・別紙１：福島再生加速化交付金第６１回≪福島定住等緊急支援【地域魅力向上・発信支援事業
第１２回≫交付可能額 

・別紙２：地域情報発信交付金 第１２回事業概要 
・別紙３：地域情報発信交付金の概要 
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【別紙１】

（単位：百万円）

県及び市町村名 事業費 交付可能額【国費】

相馬市 7 4

田村市 6 3

大玉村 17 8

鏡石町 20 10

西会津町 17 9

磐梯町 11 6

柳津町 8 4

金山町 5 3

西郷村 8 4

矢祭町 20 10

浅川町 20 10

小野町 1 1

川内村 20 10

浪江町 0 0

合計 161 81

注) 計数は精査の結果、今後変動があり得ます。
端数処理により、合計と一致しない場合があり得ます。
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